
「群馬県カワウ捕獲者育成研修」 

受講者募集要項 
１．目的 
群馬県内におけるカワウ被害を軽減させるため、個体群管理技術を有する技術者を育成する。 
 

２．捕獲者の業務 
業 務 地：群馬県内の被害発生地（ねぐら・コロニー、河川等）及び対策協議会等への出席 
業務内容：個体群管理及び被害対策全般の指導、支援 

カワウシャープシューティングによる捕獲 
 
３．研修期間 
令和元年１２月１４日（土）より、令和２年３月８日（日）（詳細は（別紙１）講義スケジュ

ールを参照） 
 
４．研修内容 
（別紙１）講義スケジュールによる 

 
５．募集人数 １０名程度 
 
６．募集期間 令和元年１０月２１日（月）より令和元年１１月８日（金） 
 
７．申込資格 
性別：問いません 
年齢：１８歳以上５０歳以下 
経験：問いません（カワウの生態・管理に関心のある方） 
資格：問いません（狩猟免許の無い方でも応募できます） 
居住地：群馬県内 
その他：鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第４７条に該当しない方であ

ること。 
育成研修受講者へは狩猟免許取得を強制することはありません。 

 
８．申込方法 
（別紙２）育成研修受講申込書に必要事項を記入のうえ、令和元年１１月８日（金）必着で

群馬県鳥獣被害対策支援センターへ郵送、FAX 又は電子メールにより提出してください。 
なお、育成研修受講申込書における個人情報等は本研修以外では使用しません。また、受講

者決定後、育成研修受講申込書は返却します。（電子メールでの申込みについては返却しま

せん） 
申込先 

郵便番号 ３７１－３１０５ 



群馬県高崎市箕郷町西明屋１００９－１ 
群馬県鳥獣被害対策支援センター 
「カワウ捕獲者育成研修受講申込書」を表記のこと 
FAX ０２７－３７１－００９０ 
電子メール choujise@pref.gunma.lg.jp  
 

９．受講者の決定 
第二種特定鳥獣適正管理検討委員会等による書類選考・面接を実施し、受講者を決定します。 
面接の開催日時等については、書類選考に通過した方のみ連絡します。 

面接日時 令和元年１１月２３日（土）１０時～  
面接会場 群馬県鳥獣被害対策支援センター 調査・研修室 

申込者全員へ選考結果通知を発送します。 
なお、選考に当たっての経緯、選考基準等については返答いたしません。 

 
１０．費用 
受講料は無料です。 
研修に係る被服、交通、その他経費については受講者の負担となります。 
 

１１．受講者決定までの流れ 
①育成研修受講申込書（別紙２）を群馬県鳥獣被害対策支援センターまで提出（令和元年１

１月８日（金）必着） 
②第二種特定鳥獣適正管理検討委員会等による書類選考・面接により受講者決定（令和元年

１１月下旬） 
③決定通知送付（令和元年１１月下旬） 
④受講開始（令和元年１２月１４日（土）より） 
⑤最終試験（令和２年３月８日（日）） 
⑥合格後、捕獲者認定証交付（令和２年３月８日（日）） 
 

１２．その他 
捕獲者の認定には研修を受講するとともに、最終試験に合格する必要があります。 
合格者へは認定証が交付されます。 
講習スケジュールについては、講師等の都合から内容及び日程の変更の可能性があります。 
受講全般の質問等については下記問い合わせ先に連絡ください。 
 
問い合わせ先 
群馬県鳥獣被害対策支援センター 調査研究係 担当：本間  
電 話 ０２７－３７１－０００３ 
電子メール choujise@pref.gunma.lg.jp  
 
 



（参考） 
※６．応募資格、その他：鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第４７条に該当

しない方については以下を確認ください。 
 
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第４７条（抜粋） 
（受験資格） 
第四十七条 第四十条各号のいずれかに該当する者は、狩猟免許試験を受けることができない。 
（狩猟免許の欠格事由） 
第四十条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、狩猟免許（第六号の場合にあっては、

取消しに係る種類のものに限る。）を与えない。 
一 網猟免許及びわな猟免許にあっては十八歳に、第一種銃猟免許及び第二種銃猟免許にあって

は二十歳に、それぞれ満たない者 
二 精神障害又は発作による意識障害をもたらし、その他の狩猟を適正に行うことに支障を及ぼ

すおそれがある病気として環境省令で定めるものにかかっている者 
三 麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者 
四 自己の行為の是非を判別し、又はその判別に従って行動する能力がなく、又は著しく低い者

（前三号に該当する者を除く。） 
五 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行

を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者 
六 第五十二条第二項第一号の規定により狩猟免許を取り消され、その取消しの日から三年を経

過しない者 
（狩猟免許の取消し等） 
第五十二条 管轄都道府県知事は、狩猟免許を受けた者が第四十条第二号から第四号までのいず

れかに該当することが判明したときは、その者の狩猟免許を取り消さなければならない。 
２ 管轄都道府県知事は、狩猟免許を受けた者が次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、

その者の狩猟免許の全部若しくは一部を取り消し、又は一年を超えない範囲内で期間を定めて狩

猟免許の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 
一 この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律に基づく処分に違反したとき。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


